30院外事前問診
院外事前問診は外来問診を基準とし、基本的に目的と内容を同一とする。但し差異もあるため、それを以下に示す。

	項番
	項目
	詳細

	1
	全体構成のあり方
	構成は1箇所で完結しない。入力パートとシステム連携パートとに分かれる。

	2
	入力パート
	こちらは外来問診を携帯電話上で行う部分に相当する。内容は同一とするが、入力完了後の動作は下記とする。

　自動印刷は考慮しない。

　全入力内容をQRコードして生成、画面上に表示する。（利用者はそれを携帯電話の画面メモ機能により保存する。）

	3
	システム連携パート
	来院者のなかで院外事前問診を行った対象者は、問診端末に接続されたバーコードリーダーによって入力パートで保存したQRコードを読み取る。
流れは下記とする。

①院外事前問診かどうかを選択する。

②診察券番号を入力する。

③QRコードを読み取る。

④読み取り内容を画面上に表示、そのデータが今回来院のものかどうかを確認させる。
⑤④の確認と了解をさせ、問診を完了する。


以上

